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○小城市特定地域づくり事業推進補助金交付要綱 

令和３年９月22日 

告示第120号 

改正 令和３年12月１日告示第134号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地域人口の急減に直面している地域において、就

労等の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄

与する人材の確保の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済

の活性化に資することを目的とし、地域人口の急減に対処するための

特定地域づくり事業の推進に関する法律（令和元年法律第64号。以下

「法」という。）、特定地域づくり事業推進交付金交付要綱（令和２

年３月31日付総行地第55号）及び特定地域づくり事業推進交付金実施

要領（令和２年３月31日付総行地第55号）に基づいて行う事業につい

て、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に

関しては、小城市補助金等交付規則（平成17年小城市規則第39号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示に定めるところ

による。 

（補助の対象） 

第２条 この補助金は、法第３条第３項により佐賀県知事の認定を受け

た事業協同組合（以下「特定地域づくり事業協同組合」という。）が

行う同法第２条第４項に規定する特定地域づくり事業（以下「補助対

象事業」という。）を補助の対象とする。 

（事業実施者） 

第３条 補助対象事業の事業実施者は、市内の特定地域づくり事業協同

組合とする。市長は、事業実施者に対して、本告示に定めるところに

従い補助金を交付する。 

（交付額の算定方法） 
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第４条 補助金の交付額は、別表の第１欄に定める種目ごとに、第３欄

に定める対象経費の実支出額に２分の１を乗じて得た額と第２欄に定

める補助限度額を比較して少ない方の額の合計額とする。 

（申請手続） 

第５条 事業実施者は、この補助金の交付を受けようとするときは、特

定地域づくり事業推進補助金交付申請書（様式第１号）を、毎年度別

に定める日までに市長に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による交付の申請があった場合は、特定地

域づくり事業推進補助金交付決定通知書（様式第２号）により交付決

定の内容及び交付の条件を事業実施者に通知するものとする。 

（令３告示134・旧第７条繰上・一部改正） 

（申請の取下げ） 

第７条 事業実施者は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して

不服があるときは、補助金の交付申請を取り下げることができるもの

とする。 

２ 事業実施者は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、

補助金の交付の決定の日から起算して30日以内に、市長に特定地域づ

くり事業推進補助金申請取下書（様式第３号）を提出しなければなら

ない。 

（令３告示134・追加） 

（計画変更の承認等） 

第８条 事業実施者は、補助金の交付決定通知を受けた後において、次

の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ特定地域づくり事業

推進補助金変更承認申請書（様式第４号）を市長に提出し、その承認

を受けなければならない。 

(１) 別表の第１欄に定める派遣職員人件費と事務局運営費の間にお
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いて、補助対象事業に要する経費の配分の変更（それぞれの配分額

のいずれか低い額の20％以内の変更を除く。）をしようとするとき。 

(２) 補助対象事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる場合

を除く。 

ア 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、事業実施者の

自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助目

的達成に資するものと考えられる場合 

イ 補助目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である

場合 

(３) 事業を中止又は廃止しようとする場合 

２ 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の

内容を変更し、又は条件を付することができる。 

３ 市長は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を

付した場合は、特定地域づくり事業推進補助金交付決定変更通知書（様

式第５号）により事業実施者に対して交付決定変更の通知をする。 

４ 事業実施者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができ

ないと見込まれる場合、又は補助対象事業の遂行が困難になった場合

においては、速やかに特定地域づくり事業推進補助金事業遅延報告書

（様式第６号）を市長に提出し、その指示を受けなければならない。 

（令３告示134・一部改正） 

（実施状況報告） 

第９条 事業実施者は、補助対象事業の実施状況について、市長から報

告を求められた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。 

（令３告示134・一部改正） 

（補助対象事業の遂行等の命令） 

第１０条 市長は、補助対象事業が交付決定の内容又はこれに付した条

件に従って遂行されていないと認めるときは、事業実施者にその遂行
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等を命ずることができる。 

２ 市長は、事業実施者が前項の命令に違反したときは、補助対象事業

の遂行の一時停止を命ずることができる。 

（令３告示134・追加） 

（実績報告） 

第１１条 事業実施者は、当該年度の補助対象事業を完了したときは、

その日から起算して１か月を経過した日（第８条第１項により補助対

象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受

理した日から起算して１か月を経過した日）又は当該年度の３月31日

のいずれか早い日までに、特定地域づくり事業推進補助金実績報告書

（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

２ 事業実施者は、前項の実績報告を行うに当たって、交付額に係る消

費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除額を減額

して報告しなければならない。 

（令３告示134・旧第10条繰下・一部改正） 

（補助金の額の確定及び交付） 

第１２条 市長は、前条の報告を受けた場合には、その報告に係る補助

対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第８条第１項に基

づく承認をした場合は、その承認後の内容）及びこれに付した条件に

適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、特定地域

づくり事業推進補助金確定通知書（様式第８号）により事業実施者に

通知するものとする。 

２ 前項において確定をしようとする補助金の額に1,000円未満の端数

が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

３ 補助金は、第１項の規定による補助金の額の確定後に交付するもの

とする。ただし、必要があると認められる場合は、補助金の全部又は

一部について概算払をすることができる。 
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４ 事業実施者は、前項の規定により補助金の交付又は補助金の概算払

を受けようとするときは、特定地域づくり事業推進補助金交付請求書

（様式第９号）又は特定地域づくり事業推進補助金概算払請求書（様

式第10号）を市長に提出しなければならない。 

５ 市長は、前項の規定による概算払請求を受けた場合は、これを審査

し、適当と認めたときは、概算払により補助金を交付するものとする。 

６ 市長は、事業実施者に交付すべき補助金の額を確定した場合におい

て、既にその額を超える補助金が交付されているときは、特定地域づ

くり事業推進補助金確定通知及び返還命令書（様式第11号）により事

業実施者にその超える部分の返還を命ずるものとする。 

（令３告示134・旧第11条繰下・一部改正） 

（消費税仕入控除額の確定に伴う補助金の返還） 

第１３条 事業実施者は、補助対象事業完了後に消費税の申告により補

助対象事業に係る消費税仕入控除額が確定した場合（仕入控除税額が

０円の場合を含む。）には、特定地域づくり事業推進補助金に係る消

費税額の確定に伴う報告書（様式第12号）により速やかに、遅くとも

補助対象事業完了日の属する年度の翌々年度５月31日までに市長に報

告しなければならない。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除額の返

還を命ずる。 

（令３告示134・旧第12条繰下・一部改正） 

（是正のための措置） 

第１４条 市長は、報告を受けた補助対象事業の成果が補助金の決定内

容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象

事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該事業

実施者に対して命ずることができる。 

（令３告示134・追加） 
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（決定の取消等） 

第１５条 市長は、第８条第１項の規定による補助対象事業の中止又は

廃止の申請があった場合及び次に掲げる各号のいずれかに該当する場

合には、第６条の決定の内容（第８条第１項の規定による承認をした

場合は、その承認した内容）の全部又は一部を取り消し、又は変更す

ることができる。 

(１) 規則又は本告示若しくはこれらに基づく市長の処分若しくは指

示に違反した場合 

(２) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合 

(３) 補助対象事業に関して不正、怠慢又はその他不適当な行為をし

た場合 

(４) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全

部又は一部を継続する必要がなくなった場合 

２ 市長は、前項の取消等をした場合において、既に当該取消等に係る

部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助

金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（令３告示134・旧第13条繰下・一部改正） 

（事業実施者に付す条件） 

第１６条 市長は、事業実施者に補助金を交付するに当たり、次の条件

を付すものとする。 

(１) 事業実施者が、補助対象経費（事業の一部を第三者に実施させ

た場合に要する経費を含む。）により取得し又は効用の増加した財

産（以下「取得財産等」という。）のうち、取得価格又は効用の増

加価格が50万円以上のものについて、補助金の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとすると

きは、あらかじめ市長の承認を受けること。 

(２) 事業実施者が、取得財産等を処分することにより収入があると
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認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることが

あること。 

(３) 事業実施者は、取得財産等については、事業完了後においても

善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に

従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。 

（令３告示134・旧第14条繰下） 

（補助金の経理） 

第１７条 事業実施者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作

成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しな

ければならない。 

（令３告示134・旧第15条繰下） 

（監督） 

第１８条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を

達成するために必要な限度において、事業実施者に対し、補助金の使

途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を

現地に検査することができる。 

（令３告示134・旧第16条繰下） 

（その他） 

第１９条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

（令３告示134・旧第17条繰下） 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年12月１日告示第134号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

別表（第４条関係） 

（令３告示134・一部改正） 
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１種目 ２補助限度額 ３対象経費 

派遣職員人件費 派遣職員１人当たり200万円

とする。ただし、当該派遣職

員（出産休暇、育児休暇、介

護休暇、傷病休暇を取得した

ことにより、年間総労働時間

が０になる職員を除く。）の

稼働率が0.8未満の場合は、派

遣職員１人当たり250万円に

稼働率を乗じて得た額（注１）

又は、当該派遣職員の市内居

住率が0.8未満の場合は、派遣

職員１人当たり250万円に市

内居住率を乗じて得た額（注

２）のいずれか低い額とする。 

補助対象事業の実施に

必要な次に掲げる経費

（期間を定めないで雇

用する職員に係るもの

に限り、一の派遣先事業

者における年間総労働

時間の年間総労働時間

に占める割合が0.8を超

える職員に係るものを

除く（注３）。） 

職員基本給、職員特別給

与、職員諸手当、法定福

利費、福利厚生費、職員

退職給与引当金、退職金

掛金 

事務局運営費 特定地域づくり事業協同組合

１組合当たり300万円とする。 

補助対象事業の実施に

必要な次に掲げる経費

（ただし、事務局職員人

件費については、当該事

務局職員の人件費単価

に、特定地域づくり事業

協同組合の運営に従事

した労働時間数を乗じ

て得た額とする（注

４）。） 

旅費、備品費、消耗品費、
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会議費、印刷製本費、通

信運搬費、光熱水料、公

租公課、借料及び損料、

保険料、諸謝金、職員基

本給、職員特別給与、職

員諸手当、法定福利費、

福利厚生費、職員退職給

与引当金、退職金掛金、

研修費、訓練委託費、広

告宣伝費、事業設備費、

雑役務費 

（注１） 当該派遣職員の稼働率の計算方法 

（当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間－当該派遣職員の派

遣先における年間総残業時間）／（（当該派遣職員の年間総労働時間－

当該派遣職員の年間総残業時間）＋当該派遣職員の年間総休業時間） 

※ 休業時間は使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休

業時間のことをいう。 

※ 年次有給休暇は総労働時間に含めない。教育訓練等の労働者派遣法

において義務付けられている業務に従事した時間については、総労働

時間に含む。 

（注２） 当該派遣職員の市内居住率の計算方法 

当該派遣職員の年間市内居住日数／当該派遣職員の年間雇用日数 

※ 年間市内居住日数は、年間の雇用期間において小城市の住民基本台

帳に登録された日数のことをいう。 

（注３） 一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間

に占める割合の計算方法 

当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総
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残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値／当該派遣職員が１年を通

じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間 

（注４） 当該事務局職員の人件費の計算方法 

当該事務局職員の人件費単価×特定地域づくり事業協同組合の運営に

従事した労働時間数 

※ 特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数について

は、業務報告書において把握した時間数とする。 
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様式第１号（第５条関係） 

（令３告示134・一部改正） 

様式第２号（第６条関係） 

（令３告示134・全改・旧様式第３号繰上） 

様式第３号（第７条関係） 

（令３告示134・追加） 

様式第４号（第８条関係） 

（令３告示134・追加） 

様式第５号（第８条関係） 

（令３告示134・追加） 

様式第６号（第８条関係） 

（令３告示134・追加） 

様式第７号（第11条関係） 

（令３告示134・旧様式第５号繰下・一部改正） 

様式第８号（第12条関係） 

（令３告示134・旧様式第６号繰下・一部改正） 

様式第９号（第12条関係） 

（令３告示134・旧様式第７号繰下・一部改正） 

様式第１０号（第12条関係） 

（令３告示134・旧様式第８号繰下・一部改正） 

様式第１１号（第12条関係） 

（令３告示134・旧様式第９号繰下・一部改正） 

様式第１２号（第13条関係） 

（令３告示134・旧様式第10号繰下・一部改正） 

 


